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はじめに

長瀞町交通安全計画は、埼玉県交通安全計画に基づき、町内の陸上交通の

安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱を定め施策を総合的かつ計画

的に推進するために必要な事項を作成するものです。

これまでも、交通安全計画を策定し、関係行政機関、関係民間団体等が一

体となって交通安全対策を実施してきたところです。

近年、町内の交通事故負傷者数は減少傾向にありますが、毎年３０人程度

の方が負傷しています。また、交通死亡事故は、平成３０年以降発生してお

らず、令和２年度には死亡事故ゼロ３年を達成しました。しかし、国道１４

０号線の交通量の多さから、依然として自動車事故が発生している状況です。

さらに、当町では高齢化が進行しており、高齢者が運転する車の交通事故

が増加傾向にあります。

このような観点から、人命尊重の理念の下に、交通安全全般にわたる総合

的かつ長期的な視野に立って施策の大綱を定め、これに基づいて諸施策を一

層強力に推進し、交通事故のない安心・安全な明るい地域社会の実現を目指

していくこととします。

この第１１次長瀞町交通安全計画は、交通安全対策基本法第２６条の規定

に基づき、令和３年度を初年度とする５か年計画であり、当町において、地

域の実情と交通状況に即した交通安全施策を具体的に定め、これを強力に推

進していくものです。
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第１章 道路交通事故の傾向と交通安全対策の方向

第１節 交通事故の傾向

長瀞町は、都心から８０キロメ－トルの圏内にあり、埼玉県の北西部、秩父山系の関門に位

置し、町の中央部を縦貫している荒川の流域に細長く開けた観光客の多く訪れる町である。

総面積３０．４３平方キロメ－トル、人口６，７８７人、世帯数２，９０８戸（令和３年８

月１日現在）であり、核家族化や高齢化が進んでいる。

道路は、国道１４０号線、県道長瀞玉淀自然公園線が主要道路であり、それらを軸に県道、

町道、林道が走っている。

我が国の交通事故による死者数は、昭和４５年に１６，７６５人を数えたが、昭和４６年以

降着実に減少に向かい、昭和５４年には８，４６６人とほぼ半減した。その後、再度増勢に転

じ、昭和６３年から８年連続１万人台を記録した。平成８年以降は減少傾向にあり、令和２年

中の交通事故死亡者数は２，８９３人で、警察庁の保有する昭和２３年以降の統計で最小とな

った。

県内の交通事故による死者数は、昭和４５年の８４５人をピークとして着実に減少し、令和

２年には１２１人となり、昭和３０年以降最小となった。

しかし、未だに交通事故による死傷者は、年間約２万人を超えており、今後より一層の交通

事故の抑止を図っていく必要がある。

近年の交通事故の傾向としては、６５歳以上の高齢者の死傷者が多く、全体の５割を占めて

いる。また、状態別では、歩行者が関わる死亡事故は依然として多くなっている。

長瀞町における令和２年中の人身事故発生件数は１６件、傷者２４人、死者０人となってい

る。また、主体別では高齢者の傷者数が６人、状態別では自動車運転者及び同乗者が２１人と

多くなっている。

死亡事故は平成３０年から発生していないが、今後、高齢運転者がさらに増えていくことな

ど交通事故対策の対象が変わりつつあり、今まで以上に埼玉県及び近隣市町村と情報共有を図

りながら、秩父警察署と協力して現状に即した交通安全対策を積極的に推進していく必要があ

る。
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町内の時間別交通事故（人身）発生状況（令和２年中）

町内の主体別・状態別発生状況（令和２年中）

第２節 交通安全対策の方向

交通事故のない、誰もが安心して暮らせる安心・安全なまちづくりを進めるため、以下の９

つを重点課題とし、これらの課題に即した各種交通安全対策を、関係機関・団体が一体となっ

て総合的かつ計画的に実施する。

１ 高齢者及び子どもの交通安全対策の推進

高齢化社会の進展により、今後高齢者の社会進出がますます活性化し、高齢運転者の増加も

予想され、高齢者が被害者または加害者となる交通事故の増加が見込まれる。
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そこで、従来からの啓発を中心とする対策に加え、今後は高齢者が自ら実際に交通安全を考

えることができる参加・体験・実践型の対策を推進するとともに、高齢者を交通事故から守る

社会環境づくりの促進を図る。

また、少子化により少人数での登下校をする機会が多くなる児童等を交通事故から守るため、

発達段階に応じた交通安全教育や通学路等における歩道や路地の歩行空間の整備を推進し、地

域における見守り活動等を通じ、地域に密着した交通安全活動の充実を図る。

２ 自転車及び歩行者の交通安全対策の推進

近年は、県内の自転車事故による負傷者数は減少傾向にあるが、死者数は常に全国ワースト

上位に位置している。この状況を改善するため、平成２４年４月１日に施行した「埼玉県自転

車の安全な利用の促進に関する条例」に基づいて自転車利用者の交通ルールの遵守及びマナー

の高揚を図り、安全な乗り方を知ってもらい、特に高齢者の自転車乗用中の事故が増加傾向に

あることから、広報啓発や自転車交通安全教室の実施等の参加・体験・実践型教育などを推進

する。

また、歩行者の安全確保を図るため、横断歩道での歩行者優先の徹底や、自転車が歩道を通

行するときのルールの周知を行う。

３ 交差点及び横断歩道上での交通安全対策の推進

交通事故の半数を占める交差点の交通事故を防止するとともに、物流を阻害し、大気汚染等

の原因ともなる交通渋滞を解消するため、交差点の改良や信号機の設置等の整備について、関

係機関に積極的に働きかける。

また、県内でも死亡事故の半数は交差点で発生していることから、自動車運転者に対して交

通ルールの徹底を呼びかけると同時に、歩行者に横断歩道付近の発生しやすい事故等について

安全教育を推進する。

４ シ－トベルト及びチャイルドシートの着用の徹底

シートベルト及びチャイルドシートは、自動車乗車中の事故における生命を保護する効果が

高いことから、従来にも増して運転者に対するシートベルト着用の広報啓発活動を積極的に推

進するとともに、チャイルドシートについても、その効果や必要性、正しい使用方法について

周知するほか、同乗者及び後部座席でのシートベルト着用の促進も働きかける。
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５ 飲酒運転及び迷惑運転防止対策の推進

秩父地方においては、飲酒運転は減少しつつあるが、根絶には至っていない状況であること

から、飲酒運転ゼロを目指し、キャンペ－ンをはじめとする各種広報・啓発活動を実施する。

また、近年では、他の車両の通行を妨害する「あおり運転」が増加している。重大な交通事

故を招く恐れがあるため、あおり運転の危険性について広報・啓発活動を行う。

６ 道路交通環境の整備

歩行者及び自転車利用者等のための対策としては、歩道の整備を進めるとともに、子供たち

の安全確保を図るために、通学路の整備を推進する。

自動車交通の対策としては、交差点などの事故多発箇所の原因の究明と改善対策を積極的に

推進するとともに、道路標識・標示の整備、交差点改良、道路の拡幅等を図る。

高齢化が進む中、年齢や身体的特徴に関わらず安全に通行できる交通環境を目指す。

７ 交通安全教育の推進

幼児から成人に至るまでの段階的かつ体系的な交通安全教育及び高齢者、身体障害者等に対

する適切な交通安全教育を実施するため、県、町、警察、学校、関係民間団体及び家庭が互い

に連携を図るとともに、指導者の養成・確保、教材等の充実、参加・体験・実践型の教育の普

及を図る。

８ 交通安全推進体制の充実・強化

相互に密接な関係を持ち、相互に連携し合いながら、総合的かつ効果的な交通安全活動を実

施できるよう、県、町、関係機関・団体等が一体となった交通安全活動を推進する。

また、町交通安全対策協議会を中心に町民総ぐるみの交通安全運動を強力に推進する。

９ 車両の安全性の確保

自動車の衝突被害軽減ブレーキを始めとする先進安全技術の普及に伴い、運転者への情報提

供や、正しい使用方法の普及促進等を実施し、車両の安全性の確保・向上を図る。

特に、高齢運転者のブレーキとアクセルの踏み間違いによって引き起こす交通事故が増加傾

向にあることから、踏み間違い防止装置等の導入及び補助制度等についての有用性とともに、

先進安全技術の陥りやすい事故等についても併せて周知を図る。
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第２章 推進しようとする施策

第１節 道路交通環境の整備

１ 交通安全施設等の整備

交通事故の多発している道路その他緊急に交通の安全を確保する必要がある道路について、

現状を分析検討し、効果的・効率的に事故を削減し、快適な道路交通の確保を図るため、総合

的な計画の下に、県の整備計画との整合性をもたせ、各種交通安全施設の整備を推進する。

２ 歩行者の安全確保

これまでの交通安全対策は、一定の成果を挙げてきたとはいえ、主として「車中心」の対策

であったが、これからは身近な生活道路等においては、「人優先」の交通安全対策を推進する。

交通量の多い区間、交通事故の多発区間については、歩道整備を促進するため、関係機関に積

極的に働きかける。

また、整備にあたっては、幅の広い道路や段差の解消などに配慮してもらうよう要望し、歩

車が共存する安全で安心な道路空間を創出するための取組みを推進する。

３ 通学路の整備

児童の安全を確保するため、通学路における歩道やガードレールなど、交通安全施設の整備

を推進するとともに、ガードレールや道路反射鏡などの点検等、児童の視点からの交通安全対

策を推進する。

４ 交差点整備の推進

県内の交通事故の約６割が交差点及び交差点付近で発生していること、また、交差点は交通

渋滞の発生ポイントともなっていることから、国・県道の交差点改良の整備を促進するため、

関係機関に積極的に働きかける。
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５ 道路標識等の整備

安全で快適な道路交通環境を確保するため、既存の道路標識、標示を含めた整合性のある整

備を図るとともに、視認性が悪くなっている箇所等については、補修を進める。

また、規制、指示標識等については、関係機関に要請する。

６ 信号機の整備

交通事故多発交差点、交通危険箇所等については、道路の構造及び交通の実態を勘案して、

信号機の設置及び多機能化を関係機関に要請する。

７ 道路照明灯の整備

安全性と快適性をあわせて、明るく豊かな道路環境整備を形成するため、道路照明灯の整備

に努める。

８ 防護柵の整備

危険な箇所については、安全性の確保のために、関係団体と協議の上、ガ－ドレ－ル、ガ－

ドパイプ等の防護柵を整備する。

９ 道路反射鏡の整備

見通しの悪い曲線部、交差点については、関係団体と検討し道路反射鏡を整備する。

また、既設の道路反射鏡で、視認性の悪くなったものは交換を図っていく。

１０ 交通公害の防止

自動車を原因とする大気汚染や騒音などの交通公害を防止するため、アイドリング・ストッ

プの実施や急発進・急加速の防止などのエコドライブの推進、低公害車・低排出ガス車の普及

促進のための情報提供等を検討するなど、交通公害の防止を促進する。

１１ 駐車対策の推進

幹線道路等における無秩序な違法駐車車両を排除し、道路交通の安全と円滑を確保するため、

違法駐車車両等の指導取り締まりを要請するとともに、啓発活動を沿道住民に対し実施する。
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第２節 交通安全思想の普及徹底

１ 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進

交通安全教育は、自他の生命尊重という理念の下に、町民一人ひとりが交通社会の一員とし

ての責任を自覚するとともに、交通安全意識と交通ルールと正しい交通マナーの向上に努め、

相手の立場を尊重し、他の人々や地域の安全にも貢献できる良き社会人を育成する上で、重要

な意義を有している。交通安全意識と交通ルールと正しい交通マナーを身につけるためには、

人の成長過程に合わせ、生涯にわたる学習を促進していくことが必要である。

このため、幼児から成人に至るまで、段階的かつ体系的に交通安全教育を行うとともに、高

齢化が進む中で、社会に参加する高齢者の交通安全を確保する観点から、高齢者に対する交通

安全教育も積極的に推進する。

ア 幼児に対する交通安全教育

幼児に対する交通安全教育は、基本的な交通ルールを守り、正しい交通マナーを実践する態

度を身に付けさせるとともに、日常生活において安全に道路を通行するために必要な基本的な

技能及び知識を習得させることを目標とする。幼稚園・保育園においては、映画、紙芝居等の

視聴覚的教材を利用するなど、分かりやすい指導を行う。

また、日常の教育、保育活動のあらゆる場面をとらえて保護者ぐるみの交通安全教育を計画

的かつ継続的に行う。

イ 小学生に対する交通安全教育

小学生に対する交通安全教育は、歩行者及び自転車の利用者として必要な技能と知識を習得

させるとともに、安全に道路を通行するために、道路における危険を予測し、これを回避して

安全に通行する意識及び能力を高めることを目標とする。

小学生の交通事故は、道路への飛び出し等によるものが多いことから、「自らの安全を確かめ

る習慣」を身に付けられるよう、できるだけ臨場感のある具体的な行動場面を設定し、参加・

体験・実践型教育の実施を進める。

また、登下校時は交通事故に遭う危険性が高いため、通学路における交通安全教育の推進を

図る。
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ウ 中学生に対する交通安全教育

中学生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要な事柄、特に、自転車で

安全に道路を通行するために必要な技能と知識を十分に習得させるとともに、道路を通行する

場合は、思いやりをもって、自己の安全ばかりでなく、他の人々の安全にも配慮できることを

目標とする。

生徒は、交通規則を知っていても自転車の二人乗りをしたり、信号を無視したりするような

例が見られるので、具体的な事故例をもとにその原因を理解させるとともに、交通社会の一員

としての自覚を高める交通安全教育の推進を図る。

エ 若者に対する交通安全教育

若者に対する交通安全教育は、若者の交通事故実態、交通加害者としての実態の周知に重点

をおき、自己の運転技量に対する正確な認識及び社会的責任を自覚させ、運転者としての交通

安全意欲を高め、著しい速度超過、飲酒運転等の悪質・危険な運転の防止を図る。

オ 成人に対する交通安全教育

成人に対する交通安全教育は、運転者として、著しい速度超過、飲酒運転等の死亡事故に直

結する恐れの高い悪質、危険な運転、違法駐車の防止、歩行者及び自転車利用者の保護、自動

車乗車中のシ－トベルト及び自動二輪車乗車中のヘルメットの正しい着用の徹底等、運転者と

しての社会的責任を自覚させるため、地域、職場における各種講習会や民間交通安全団体の活

動を通じて交通安全意識の向上を図る。

カ 高齢者に対する交通安全教育

高齢者に対する交通安全教育は、加齢に伴う心身機能の変化が歩行者、自転車利用者として

の交通行動に及ぼす影響への理解、道路及び交通の状況に応じて安全に道路を通行するために

必要な技能及び交通ルール等の知識を習得させるほか、夜間の交通事故防止に効果の高い反射

材の普及促進を図ることを目標とする。

高齢運転者に対しては、高齢者講習の内容の充実に努めるほか、高齢者に自己の運動能力や

反応動作、自転車の特性等を再認識させ、関係機関・団体、自動車教習所等と連携し、運転適

正診断や運転者用機材または実車運転体験等による運転技能診断等を実施して、診断結果に基

づく個別指導を行うなどの運転者教育を推進する。また、運転免許証の自主返納制度について
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も積極的な広報を行う。

キ 障害者に対する交通安全教育

障害者に対しては、交通安全のために必要な技能及び知識の習得のため、地域における福祉

活動の場を利用するなどして、障害の種類や程度に応じ、必要な情報の提供及びきめ細かい交

通安全教育を推進する。

２ 広報活動の推進

交通安全に対する関心と意識を高めるため、広報紙やリーフレットを活用し、交通事故の実

態を踏まえた日常生活に密着した、交通安全啓発等の広報活動を行う。

３ 交通安全に関する普及啓発活動の推進

ア 町民ぐるみの交通安全運動の推進

町民一人ひとりに広く交通安全意識の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マ

ナーの実践を習慣づけるとともに、町民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進す

るため、関係機関・団体が相互に連携して、交通安全運動を組織的・継続的に展開する。

また、各季の交通安全運動の実施に当たっては、事前に運動の趣旨、実施期間、実施重点、

実施計画等について広く町民に周知し、町民参加型の交通安全運動の充実を図る。

イ 自転車の安全利用の推進

近年、自転車利用者に対する規制等が日々変化しているため、自転車乗用中の正しいルール

の徹底を図るとともに、歩行者や他の車両に配慮した通行等自転車のマナーに関する普及啓発

活動の強化を行う。

ウ シートベルト及びチャイルドシートの着用の徹底

シートベルト及びチャイルドシートの着用効果、正しい着用方法についての理解を深め、こ

れらの正しい着用の徹底を図るため、効果的な広報啓発に努める。また、後部座席におけるシ

ートベルトの着用促進を図る。
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エ 飲酒運転追放気運の醸成

飲酒運転を原因とする死亡事故は、依然として増加傾向で推移している。そこで、飲酒運転

を追放するため、関係機関・団体と協力して、広報・啓発活動を積極的に推進する。

オ 夕暮れ時・夜間の交通事故防止対策の推進

夕暮れ時・夜間の交通事故を防止するため、自動車・自転車の前照灯の早めの点灯を促進す

るとともに、ウォーキング等の夜間の歩行者も多くなっているため、運転者から被視認性の高

い反射材の着用等の促進を図る。

カ 自動車運転中の携帯端末の使用禁止及びカーナビゲーション装置の使用に関する広報

各季の交通安全運動等の機会をとらえ、走行中の携帯端末の使用禁止及びカーナビゲーショ

ン装置等の画像の注視の危険性について、周知徹底を図る。

キ 先進安全技術への対応

自動ブレーキシステム等、年々進歩していく先進安全技術に対し、正しい知識の普及を行う。

ク 横断歩道での歩行者優先と正しい横断の徹底

信号機のない横断歩道では、自動車運転者の歩行者の見落としや横断歩道手前での減速が不

十分であることが原因による事故が発生しやすい。自動車運転者に対し横断歩道での歩行者優

先のルールを再認識するよう教育を推進する。歩行者に対しては安全確認を行うとともに、ハ

ンドサイン等を使うことにより渡る意思を明確に伝えるよう呼びかけを行う。

４ 交通安全関係団体の活動の推進

交通安全を目的とする、交通指導員、交通安全母の会などの関係団体に対しては、資質の向

上に資する援助や、交通安全対策に必要な資料を提供することなどにより、その主体的な活動

及び相互間の連絡協力体制の整備を促進する。

また、その他の団体に対しては、それぞれの立場に応じた交通安全活動が地域の実情に即し

て効果的かつ積極的に行われるよう、各季の交通安全運動等の機会を利用して働きかけを行う。

第３節 安全運転の確保
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１ 運転者に対する教育の充実

安全確認やシ－トベルト及びチャイルドシートの正しい着用等を徹底させるため、関係機

関・団体と連係し、街頭における指導等を促進する。

２ 高齢運転者対策の充実

高齢運転者に対し、加齢に伴う心身機能の変化が運動行動に及ぼす影響について正しく理解

させ、安全な運転を教示するため、関係機関・団体と協力、連携を図り、高齢運転者に対する

参加・体験・実践型の交通安全教育を推進する。

３ シートベルト・チャイルドシートの正しい着用の徹底

シートベルト・チャイルドシートの正しい着用を徹底するため、関係機関・団体と連携し、

各種講習、交通安全運動などの機会を通じ、啓発活動を行う。また、毎年、着用率の調査を行

うことで、現状を把握し、着用率の向上を図る。

４ 自転車の安全性の確保

自転車の安全な利用を確保し、自転車事故の防止を図るため、関係団体の活動、交通安全教

育及び広報活動を通じて、自転車利用者に対して、自転車の点検整備基準に適合した自転車の

利用を呼びかけ、定期的に自転車安全整備店において点検整備を受けるよう、安全意識及び点

検整備意識の徹底を図る。

さらに、夜間における交通事故を防止するため、灯火の取付の徹底と反射機材の普及を促進

し、自転車の被視認性の向上を図る。

第４節 交通事故被害者支援の推進
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１ 交通事故相談所の活用

交通事故の被害による損害賠償等は、近年複雑化し専門的知識が必要とされつつある。これ

らに対処するため、埼玉県交通事故相談所や、その他の相談所を交通事故当事者が活用できる

よう、交通事故相談活動の周知徹底を図る。

２ 交通災害世帯等の救済

交通災害世帯等の救済のため、関係機関が緊密な連係を保ち、被害者世帯等が社会保障制度

各般の援護を、でき得る限り利用できるよう努める。

３ 自転車損害賠償保険の加入促進

近年、自転車利用者が加害者となる事故に関し高額な賠償を求められるケースもあり、賠償

責任を負った際の支払原資を担保し、被害者救済の十全を図るため、自転車利用者へ自転車損

害賠償保険の加入を促進する。

第５節 踏切道における交通の安全

引き続き踏切道の構造改良、踏切保安設備、交通規制の実施、その他踏切道における交通の

安全と円滑化を図るための措置を、関係機関・団体と連携しながら促進し、踏切事故の発生の

防止を図る。
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参考資料

秩父警察署管内交通事故（人身）発生状況表

項 目 発生件数 死 者 傷 者

年 管 内 町 内 管 内 町 内 管 内 町 内

Ｈ １８年
件

５３３

件

４９

人

８

人

１

人

７１１

人

７４

１９ ５２９ ４７ ６ ０ ６７６ ５９

２０ ４１６ ３３ ７ ０ ５４２ ５２

２１ ４２３ ３７ ３ ０ ５６２ ５６

２２ ４２２ ３６ ５ １ ５４５ ５４

２３ ４３４ ３６ ３ ０ ５６１ ４９

２４ ３９０ ３８ ３ １ ５１４ ５８

２５ ３８９ ４８ ６ ０ ４９０ ６１

２６ ３２５ ２６ ５ ２ ４３８ ３４

２７ ３００ ２０ ０ ０ ３８４ ３２

２８ ２９２ ２２ ３ ０ ３８３ ２８

２９ ２９８ １９ ５ １ ３８７ ２８

３０ ２４８ ２６ ５ ０ ３１５ ３４

Ｒ １ ２６６ ２０ ４ ０ ３２９ ２７

２ ２３４ １６ ４ ０ ２９３ ２４


